
 

 

16 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例 

平成８年 12 月 24 日 

青森県条例第43号 
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 第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進（第 

二十六条―第二十九条） 

 附則 

 私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、三

方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むように東に下北半島、

西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美しい海岸線を

擁している。また、原生的なブナ林に覆われた世界遺産で

ある白神山地をはじめとした緑の山々、豊かな森林にはぐ

くまれた水を源とする多くの清流や湖沼など豊かで美し

い自然に恵まれている。 

 四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの

先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で特色ある北国の

文化をはぐくんできた。私たちは、各地で存在する縄文の

遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び工芸品など、そして、

各地の郷土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに心の安らぎ

や郷土への誇りと愛着を感ずることができる。 

 私たちは、このような環境から多くの恵みを受けてきた

が、資源やエネルギーの大量消費と大量の廃棄物を伴う都

市化の進展や生活様式の変化は、生活の利便性を高める一

方で、大気、水、そして土壌の汚染をはじめとする様々な

問題をもたらし、私たちの生活の安全性を脅かすとともに、

地球全体の環境にも大きな影響を及ぼすようになってき

た。 

 このような状況の中、私たちは、ふるさとに残る豊かで

美しい自然とそのもたらす恵沢を後世に伝えていく責務

を負っている。このため、すべての県民の参加と連携によ

り、私たちの日常生活や事業活動と環境の調和を図りなが

ら、豊かで美しい青森県の環境の保全と創造を目指し、さ

らには地球的規模の環境問題への地域からの取組を推進

することを決意し、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本

理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らか

にするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在

及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において｢環境への負荷｣とは、人の活動

により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の

支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において｢地球環境の保全｣とは、人の活動に

よる地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋

の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はそ

の広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の

保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健

康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

３ この条例において｢公害｣とは、環境の保全上の支障の

うち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状

態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、

土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のた

めの土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、

人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財

産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその

生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずること

をいう。 

（基本理念） 

第三条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が

県民の健康で文化的な生活に欠くことができないもの

であることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受する

とともに、これが将来の県民に継承されるよう適切に行

われなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本県の

地域特性を生かし、人と自然との調和が確保されるよう

適切に行われなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、すべての者の参加と公平な役

割分担の下に、すべての者が環境の保全及び創造に関す 

る行動に自主的かつ積極的に取り組むことによって、 

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築
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されることを旨として行われなければならない。 

４ 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県

民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上

での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び

日常生活において積極的に推進されなければならない。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める環境の保全及び創造について

の基本理念（以下｢基本理念｣という。） にのっとり、

環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策

を策定し、及びこれを実施するものとする。 

第五条 削除 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

行うに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保

全のために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっ

とり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら

努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

（県民の責務） 

第七条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴

う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっと

り、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県が実

施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

（青森県環境白書） 

第八条 知事は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創造

に関する施策の実施状況等を明らかにした青森県環境

白書を作成し、これを公表しなければならない。 

 

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第一節 施策の基本方針 

（施策の基本方針） 

第九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、

及びこれを実施するに当たっては、基本理念にのっとり、

次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行

うものとする。 

一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、

並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、

土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に

保持されること。 

二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その

他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、

農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自

然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 

三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 

四 身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、

歴史的文化的資源の活用等により、潤いと安らぎの

ある環境が保全され、及び創造されること。 

五 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が

構築されるよう、資源の循環的な利用、エネルギー

の有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。 

六 地球環境の保全に適切な配慮がなされること。 

第二節 環境計画 

（環境計画） 

第十条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための計画（以下｢環境計画｣

という。） を定めなければならない。 

２ 環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 環境の保全及び創造に関する目標 

二 環境の保全及び創造に関する施策の方向 

三 環境の保全及び創造に関する配慮の指針 

四 その他環境の保全及び創造に関する重要な事項 

３ 知事は、環境計画を定めようとするときは、あらかじ

め、青森県環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、環境計画を定めたときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、環境計画の変更について準用する。 

第三節 環境の保全及び創造のための施策等 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十一条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境計画と

の整合を図り、環境の保全及び創造について配慮するも

のとする。 

（環境影響評価の推進） 

第十二条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他

これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に

当たりあらかじめその事業に係る環境への影響につい

て自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基

づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮す

ることを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 
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（規制の措置） 

第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる

行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

２ 県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な

保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要な規

制の措置を講ずるものとする。 

３ 前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支

障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（誘導的措置） 

第十四条 県は、事業者又は県民が自らの活動に係る環境

への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保

全及び創造のための適切な措置をとることとなるよう

誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全に関する施設の整備等） 

第十五条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を

防止するための公共的施設の整備及び絶滅のおそれの

ある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支

障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資

する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の

保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要

な措置を講ずるものとする。 

３ 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の

自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を

推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

４ 県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進

するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保

全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるも

のとする。 

 （潤いと安らぎのある環境の保全及び創造） 

第十六条 県は、潤いと安らぎのある環境を保全し、及び

創造するため、緑と水に親しむことのできる生活空間の

整備、美しい自然景観をはじめとする優れた景観の形成、

歴史的文化的遺産の保全等が推進されるよう必要な措

置を講ずるものとする。 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第十七条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者

及び県民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効

利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷

の低減に資する原材料、製品、役務等の利用（以下｢資

源の循環的な利用等｣という。）が促進されるよう必要

な措置を講ずるものとする。 

 

 

２ 県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実

施に当たっては、資源の循環的な利用等に率先して努め

るものとする。 

（環境管理の促進） 

第十八条 県は、事業者が行う環境管理（事業者が、その

事業活動の実施に当たって、自主的に環境の保全及び創

造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達

成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点

検して必要な是正の措置を講じ、並びにこれらについて

客観的な監査を行う一連の取組をいう。）を促進するた

め、必要な措置を講ずるものとする。 

（教育及び学習の振興等） 

第十九条 県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学

習の振興並びに環境の保全及び創造に関する広報活動

の充実により、事業者及び県民が環境の保全及び創造に

ついての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保

全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう

にするため、必要な措置を講ずるものとする。 

（民間団体等の自発的な活動の促進） 

第二十条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する

民間の団体（以下｢民間団体等｣という。）が自発的に行

う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保

全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置

を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第二十一条 県は、第十九条の環境の保全及び創造に関す

る教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発

的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資

するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ

環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要

な情報を適切に提供するものとする。 

（調査の実施及び監視等の体制の整備） 

第二十二条 県は、環境の状況の把握に関する調査その他

の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調

査を実施するものとする。 

２ 県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創

造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡

視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるも

のとする。 

 （放射性物質による大気の汚染等の防止についての配

慮） 

第二十三条 県は、環境の保全に関する施策を策定し、及

びこれを実施するに当たっては、放射性物質による大気

の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止について特に

配慮するものとする。 
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第四節 地球環境の保全の推進等 

（地球環境の保全の推進） 

第二十四条 県は、地球環境の保全に資する施策を積極的

に推進するものとする。 

２ 県は、国等と連携し、環境の保全に関する調査、研究、

情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関す

る国際協力の推進に努めるものとする。 

（地球環境の保全に資する行動計画） 

第二十五条 知事は、県、事業者及び県民がそれぞれの役

割に応じて地球環境の保全に資するように行動するた

めの計画を定め、その普及及び啓発を行うとともに、こ

れに基づく行動が推進されるようにしなければならな

い。 

 

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第二十六条 県は、広域的な取組が必要とされる環境の保

全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施する

に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、そ

の推進に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村への支援） 

第二十七条 県は、市町村が環境の保全及び創造に関する

施策を行う場合には、これを支援するよう努めるものと

する。 

（県民の意見の反映） 

第二十八条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に県

民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものと

する。 

（財政上の措置） 

第二十九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推

進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

附 則 （抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 （抄） 

１ この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 
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17 環境用語の解説 

                                        

【あ】 

青   潮 

富栄養化した内海の表層で、増殖したプランクトンが死

んで下層へ沈殿し、底層で分解される過程で酸素が消費さ

れ、酸素濃度は次第に低下する。この貧酸素状態になった

底層の水塊が表層にまで上昇し、海水が青く見える現象の

ことを指して青潮という。赤潮同様に魚介類の大量死を発

生させることがある。 

 

赤   潮 

プランクトンの異常増殖により海水が赤く見える現象

であり、有害プランクトンの発生や一時的に酸素消費量が

増加することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死など、

漁業被害を伴うことがある。 

 

悪臭原因物 

特有の臭いを発生する物質は約40万種類にも及ぶとい

われているが､その代表的なものとしては､硫化水素､塩素

ガス等の無機化合物のほか､脂肪酸､アミン等の窒素化合

物､メチルメルカプタン等の硫黄化合物等の有機化合物が

ある。なお､悪臭防止法では､生活環境を損なうおそれのあ

る22物質を特定悪臭物質として指定している。 

 

アジェンダ21 

1992年６月にブラジルで開催された地球サミットにお

いて採択された｢環境と開発に関するリオ宣言｣を受け、21

世紀に向け持続可能な開発を実現するために、各国及び各

国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するもの。

大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラ

ムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、

財源などの実施手段のあり方が規定されている。 

 

アスベスト(石綿) 

保温・耐火材として用いられる蛇紋石や角閃石から採取

する繊維状の鉱物。材質は軟らかく､磨耗や熱に強いため､

様々に加工できる。用途はボイラーやスチーム暖房パイプ

の被覆､自動車のブレーキ､クラッチ､石油ストーブの芯な

ど約3,000種に及ぶ。大量に吸うと肺がん等の原因になる。 

 

 

 

 

 

 

 

アメニティ(Amenity) 

｢快適さ｣、｢感じのよさ｣と訳されている。環境面では、

豊かな緑、清らかな水辺、ゆとりある空間、美しい街並み、 

歴史的・文化的遺産などがバランスよく備わった状態をい

い、人間性豊かな生活を保障し、地域の活性化を推進して

いく基盤ともなる。 

 

硫黄酸化物(ＳＯＸ) 

石油等の燃焼により生じる硫黄と酸素の化合物の総称。

二酸化硫黄(ＳＯ２)､三酸化硫黄(ＳＯ３､無水硫酸) など

がある。ＳＯＸは人の呼吸器に影響を与えたり､植物を枯

らしたりする。 

 

閾値(いきち) 

その値以下では地域住民の健康上悪い影響が起こらな

い値をいう。つまり、その値又はそれ以下の値であれば現

在までの知見では直接又は間接の影響が観察されなかっ

た値。 

 

一 律 基 準 

工場等が遵守すべき規制基準として、国が一律に定めた

基準をいう。 

 

一酸化炭素(ＣＯ) 

無味・無臭・無色の気体で、炭などの不完全燃焼、自動

車の排ガスにより発生する。一酸化炭素中毒は、血液中の

ヘモグロビンとの結合により酸欠をきたし、中枢神経を麻

痺させるもの。 

 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外のすべての廃棄物（ごみ）のことで、日

常生活に伴って生じる「生活系一般廃棄物」と、商店、オ

フィス、飲食店等の事業活動によって生じた紙くず、食品

残さ等（産業廃棄物以外）の「事業系一般廃棄物」に分類

される。 

 

移動発生源 

大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分

類され、固定発生源には、工場等のボイラー、金属加熱炉、

ガラス溶解炉等の生産設備と事業場の冷暖房ボイラー、焼

却炉等があり、移動発生源には自動車、船舶、航空機があ

る。 
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上乗せ基準 

ばい煙、汚濁物質等の排出(水) の規制に関して、都道

府県等が条例で定める基準であって、国が定める基準より

厳しいものをいう。 

なお、いわゆる｢上乗せ｣は、基準値そのものを厳しくす

るもののほか、規制対象施設の範囲を拡げるもの( ｢横出

し｣と呼ばれる。) 等を含めて使われる場合がある。 

 

エ コ 活 

 家庭でできる環境配慮行動。家電製品の使い方の工夫等

で電力や灯油などエネルギー使用量を減らすとともに、節

約にもなるお得な省エネ行動などを「エコ活」と総称して

いる。 

 

エコドライブ 

 燃料消費量や二酸化炭素（CO2）排出量を減らすことに

よって、地球温暖化防止につなげる自動車の使用方法。 

 具体的には、やさしい発進を心がけたり、加減速の少な

い運転、無駄なアイドリングを止めるといった運転技術や

心がけをまとめた「エコドライブ10のすすめ」がエコドラ

イブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境

省）によって提唱されている。また、エコドライブは、安

全運転につながる効果もあるとされている。 

 

塩化水素(ＨＣl) 

常温では刺激臭の強い無色の気体で、空気中では水分を

凝縮して白い霧となる。ガス状塩化水素は粘膜を刺激し、

炎症の原因となる。 

 

オキシダン卜(光化学オキシダン卜) 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受け

て化学反応を起こして発生する二次汚染物質で､オゾン､

アルデヒド､ＰＡＮ (パーオキシアセチルナイトレート) 

等の酸化性物質の総称である。このオキシダントが原因で

起こるいわゆる光化学スモッグは､日差しの強い夏季に多

く発生し､目をチカチカさせたりすることがある。 

 

オゾン(Ｏ３) 

空気中では放電、紫外線の照射等により生じる臭気のあ

る気体である。３ppm 以上の濃度に数時間の暴露で気管支

を刺激し、二酸化窒素の場合に似た毒性肺水腫を起こすお

それがある。 

オゾンの大部分は成層圏に分布しており、特にオゾンが

集まった層をオゾン層という。太陽光線に含まれている有

害な紫外線を吸収する役目を果たしている。 

 

 

オゾン層の破壊 

ふっ素化合物(総称フロン) は冷蔵庫、エアコンの冷媒、

電子部品製造時の洗浄剤、スプレーの噴射剤に使用されて

いる。使用後に大気中に放出されると、対流圏では分解さ

れず、成層圏に達し、太陽光により分解されるが、その際

に発生する塩素原子がオゾン層を破壊することが明らか

にされている。フロンと同様にオゾン層を破壊するものに

消火剤用ハロン、洗浄用トリクロロエタン、四塩化炭素な

どがある。 

 

汚 濁 源 

上水道、工業用水道、水産資源等への被害や公共用水域

の自浄機能の低下など水質に関する公害を直接又は間接

に引き起こす原因となるものをいい、工場・事業場排水、

生活排水、廃棄物、農薬などが挙げられる。 

 

汚濁負荷量 

大気や水などの環境に排出される硫黄酸化物などの汚

濁物質の１日当たりの量で表され、これは都市下水や工場

排水など汚濁源から排出される排出量などとその汚濁物

質の濃度の積で示される。 

 

汚   泥 

工場排水などを処理した後に残る水分を多量に含んだ

泥状の物をいい、下水処理場などの排水処理から発生する

腐りやすい有機物を含むものや、水道浄水場から発生する

主として粘土などを含む無機物が主体となるものなどが

ある。 

 

温室効果ガス 

赤外線を吸収し｢温室効果｣をもたらす気体で、二酸化炭

素(ＣＯ２)、メタン、一酸化二窒素、フロン、代替フロン

などがある。 

 

【か】 

海岸漂着物 

海岸漂着物処理促進法（美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸

漂着物等の処理等の推進に関する法律）第 2条に定義され

ており、海岸に漂着したごみその他の汚物または不要物を

いう。 

また、「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散

乱しているごみのその他の汚物または不要物をいう。 
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化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 

海域や湖沼の汚れの度合いを示す数値で、水中の有機物

などの汚染源となる物質を、通常過マンガン酸カリウム等

の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を㎎／L で

表したものである。この数値が高いほど水中の汚染物質の

量が多いことを示している。 

 

力ドミウム(Ｃｄ) 

カドミウムによる環境汚染は、従来、亜鉛精錬所、メッ

キ工場や電気機器工場などの周辺でみられ、大量のカドミ

ウムが長期間にわたって体内に入ると慢性中毒となり、腎

臓障害を起こし、カルシウム不足となり骨軟症を起こす。

｢イタイイタイ病｣の原因物質は上流の鉱山の排水及び残

さに含まれていたカドミウムといわれている。 

 

カーボン・オフセット 

市民、企業、ＮＰＯ／ＮＧＯ、自治体、政府等の社会の構成

員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれ

を削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量

について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸

収量等（クレジット）を購入すること又は他の場所で排出削減・

吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、そ

の排出量の全部又は一部を埋め合わせること。 

 

環境影響評価 

開発事業の実施により公害の発生、自然環境の破壊など

環境保全に重大な支障をもたらすことのないように、当該

開発事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測及び評価

を行うことをいう。一般に、環境アセスメントと呼ばれて

いる。 

 

環 境 基 準 

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、人の

健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望

ましい基準を行政上の目標値として定めたものであり、環

境基本法第 16 条に規定されている。 

 

環 境 公 共 

農林水産業を支える公共事業。 

本県では、｢農林水産業を支えることは地域の環境を守

ることにつながる｣との観点から、農林水産業の生産基盤

や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を｢環境

公共｣と位置付けて推進している。 

 

環境放射線 

人間の生活環境にある様々な放射線をいう。人が受ける

放射線の量としては、宇宙線及び大地・大気・動植物等に

含まれる自然放射性核種からの放射線である自然放射線

が最も多く、次いでレントゲン撮影の医療放射線があり、

極微量であるが過去の核実験及び原子力施設から環境に

放出された人工放射性物質からの放射線である人工放射

線がある。 

 

環境放射線モニタリング 

原子力施設周辺地域において空間放射線を測定したり､

環境試料中の放射能を分析､測定し､施設から環境への影

響を評価することをいう。本県では､この結果は青森県原

子力施設環境放射線等監視評価会議において評価・確認さ

れ､一般に公表されている。 

 

環境ホルモン 

動物の生体内に取り込まれた場合に､本来､その生体内

で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因

性内分泌かく乱化学物質のことをいう。現在､ビスフェノ

ールＡ､フタル酸エステル類等約 70 種類の化学物質が､生

殖機能阻害､悪性腫瘍等を引き起こす可能性があると疑わ

れている。 

 

環境マネジメン卜システム 

企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守すること

にとどまらず、自主的・積極的に環境保全のためにとる行

動を計画・実行・評価することをいう。そのため、①環境

保全に関する方針、目標、計画等を定め、②これを実行、

記録し、③その実行状況を点検して方針等を見直す一連の

手続を｢環境マネジメントシステム｣という。また、こうし

た一連のシステム点検作業が｢環境監査｣と呼ばれている。

なお、このシステムの国際規格(ＩＳＯ14001) が 1996 年

９月１日に正式に発行され、それを受け、我が国でも同年

10 月 20 日にＪＩＳ化された。 

 

観 測 井 

地盤変動の状況及び地下水位の状態がどのようになっ

ているかを観測するための井戸をいう。 

 

規 制 基 準 

法律又は地方公共団体の条例に基づいて設定された公

害の原因となる行為の規制に関する基準であって、事業者

等に直接の遵守義務が課せられるものをいう。 

青森県公害防止条例では 18 条、33 条、46 条、56 条、

57 条、58 条の２にそれぞれ規定されている。 

さらに具体的な規制項目及び基準値については、青森県

公害防止条例施行規則に規定されている。 
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木の駅プロジェクト 

山林に放置された未利用間伐材等を森林所有者等が集

め、トラックで「木の駅」(木材の集荷場) に出荷するこ

とで、地域内の商店で買い物等に利用できる地域通貨と交

換するもの。林業の再生と地域経済の活性化を同時に実現

する試み。 

 

義務型・促進型 

これまで各種リサイクル法が定められているが、製造業

者等、特定の者に義務を課す義務型の制度と、誰かに義務

を課すのではなく、関係者が協力して自発的にリサイクル

を行い、再資源化を実施する促進型の制度がある。 

義務型の例としては、家電リサイクル法・自動車リサイ

クル法があり、促進型の制度の例としては小型家電リサイ

クル法がある。 

 

逆 転 層 

大気中では通常、高度が高くなるほど気温が下がるが、

逆に高度の高いところに地表よりも温度の高い層ができ

ることがあり、これを逆転層という。逆転層ができると大

気にフタをしたような状態になり、逆転層の内側の大気の

状態を安定させるため、地上から出たばい煙が逆転層の内

側に閉じ込められた状態になり、大気の汚染がひどくなる。 

 

嗅覚測定法 

悪臭の測定方法は、嗅覚測定法と機器分析法とに大別さ

れる。機器分析法が臭気成分の分析を主目的とするのに対

し、嗅覚測定法は人間の嗅覚によって臭気の質とその強さ

を測定することを目的として行われるものであり、三点比

較式臭袋法がよく用いられる。 

 

グリーン購入 

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だ

けでなく｢環境｣の視点を重視し、環境への負荷ができるだ

け少ないものを選んで優先的に購入すること。グリーン購

入は、環境保全型商品の市場を生み出し、製造者側に環境

保全型商品の開発・供給のインセンティブを与えることに

なり、持続可能な社会経済システムにおいて極めて重要な

鍵を握っている。平成８年４月には、グリーン購入に率先

して取り組む企業、行政機関、民間団体等による｢グリー

ン購入ネットワーク｣が設立され、必要な情報の収集・提

供、ガイドラインづくり、意識啓発等が行われている。 

平成 12 年５月にはグリーン購入の促進を目的に｢国等

による環境物品等の調達の推進等に関する法律｣、いわゆ

るグリーン購入法が制定され、国についてはグリーン購入

の義務づけ、地方公共団体に対しては努力義務が課せられ

た。また、事業者や国民に対してもグリーン購入を求めて

いる。 

 

グレイ(Ｇｙ) 

空間放射線の量を表す単位で､空気１kgが吸収する放射

線のエネルギーとして定義される。 

 

クローズド・システム 

工場の生産工程等から出る排出物を有効に再利用し、有

害物質の排出防止のための処理工程を組み込んで、使える

ものはできるだけ再利用し、最後は完全に無害化して外部

へ排出するシステムをいう。 

 

COOL CHOICE（クールチョイス・賢い選択） 

2015年度から環境省が中心となり実施している地球温

暖化対策に向けた国民運動。省エネ・低炭素型の製品・サ

ービス・行動など、地球温暖化対策に資するあらゆる「賢

い選択」を促す取組。 

 

Ｋ値(規制) 

施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物の排出許容

量を求める際に使用する大気汚染防止法で定められた定

数である。Ｋ値は地域ごとに定められており、施設が集合

して設置される地域ほど規則が厳しく、その値も小さい。 
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健 康 項 目 

公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人

の健康を保護する上で維持することが望ましい基準とし

て設定された項目をいい、公共用水域は 27 項目、地下水

は 28 項目で次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

建設副産物 

建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品であり、

その種類としては、工事現場外に搬出される建設発生土

（※）、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、

建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず、

コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴っ

て生じたものを除く。) 及び陶磁器くず又はこれらのもの

が混合した建設混合廃棄物などがある。 

※建設発生土は、建設工事から搬出される土砂であり、廃

棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。 

 

公害防止管理者 

｢特定工場における公害防止組織の整備に関する法律｣

に定められた特定工場において、公害の防止に関する業務

のうち技術的事項を管理する者をいう。特定事業者はばい

煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、粉じん発生

施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設等の区分ご

とに、それぞれ異なる種類の公害防止管理者を選任しなけ

ればならない。 

 

公害防止協定 

地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害

防止のために必要な措置を取り決める協定のことをいう。

公害規制法を補完し、地域の特殊性に応じた有効な公害規

制を弾力的に実施するのに適するため、法律や条例の規制

と並ぶ有力な公害防止対策上の手段として広く利用され

ている。 

 

 

降下ばいじん 

大気中の汚染物質のうち雨水とともに、あるいは単独の

形で地上に降下する物質の総称。 

 

公共用水域 

水質汚濁防止法で｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他

公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、か

んがい用水路その他公共の用に供される水路｣をいう。た

だし、｢下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道

であって、終末処理場を有しているもの、また、この流域

下水道に接続している公共下水道は除く。｣とされている。 

 

コージェネレーション 

発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房など

を行うエネルギー供給システム。従来の発電システムでの

エネルギー利用効率は 40％程度で、残りは排熱として失

われるが、コージェネレーションシステムでは最大 80％

まで高められる。これまでは紙パルプ、石油化学産業など

で導入されていたが、最近ではオフィスビル、病院、ホテ

ル、スポーツ施設などでも導入されつつある。 

 

【さ】 

産業廃棄物 

事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、

廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等、廃棄物処

理法第２条第４項に規定する 20 種類の廃棄物のこと。 

 

最 終 処 分 

廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終

的には埋立処分または海洋投入処分（一般廃棄物を除く。）

される。最終処分は埋立てが原則とされており、大部分が

埋立てにより処分されている。最終処分を行う施設が最終

処分場であり、一般廃棄物及び産業廃棄物を処分するため

に必要な場所及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物処

分場には、安定型（ガラスくず等）、遮断型（有害な産業

廃棄物）、管理型（前述以外の産業廃棄物）がある。 

 

酸 性 雨 

工場、事業場から排出されるばい煙、自動車の排出ガス

中に含まれている硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質が大気中で化学変化を起こし酸性物質となったものが、

雲や降水に取り込まれることによって生ずるｐＨ5.6 以

下の雨をいう。 

 

 

 

 

カドミウム､全シアン､鉛､六価クロム､砒素､総水銀､ア

ルキル水銀､ＰＣＢ､ジクロロメタン､四塩化炭素､クロ

ロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）

※、１,２－ジクロロエタン､１,１－ジクロロエチレン､

シス－１,２－ジクロロエチレン､１,１,１－トリクロロ

エタン､１,１,２－トリクロロエタン､トリクロロエチレ

ン､テトラクロロエチレン､1,3－ジクロロプロペン､チウ

ラム､シマジン､チオベンカルブ､ベンゼン､セレン､硝酸

性窒素及び亜硝酸性窒素､ふっ素､ほう素、1,4-ジオキサ

ン  
※は地下水のみ 
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Ｊ－クレジット 

 Ｊ－クレジット制度に基づき国が認証した、省エネルギ

ー設備の導入や森林経営などの取組による二酸化炭素な

どの温室効果ガスの排出削減・吸収量のこと。 

 Ｊ－クレジット制度は、「国内クレジット制度」と「オ

フセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度」が発展的に統

合した制度で、国（経済産業省、環境省、農林水産省）に

より運営されている。Ｊ－クレジットは、日本経済団体連

合会の低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセ

ットなど、様々な用途に活用できる。 

 

時間帯補正等価騒音レベル（Ｌden） 

等価騒音レベルを基本とした指標の一つ。夕方の騒音、

夜間の騒音に重み付けを行い評価した１日の時間帯補正

等価騒音レベルであり、単位はデシベルである。平成 25

年３月までは、加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）が

航空機騒音に係る環境基準の評価指標として用いられて

いた。 

 

次世代自動車 

電気自動車など、その運行に伴って排出ガスを排出しな

い自動車、又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認め

られる自動車、その他の環境への負荷の少ない自動車のこ

とをいう。 

具体的には、電気自動車、ハイブリット自動車、プラグ

インハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディ

ーゼル自動車、天然ガス自動車がある。 

 

自 然 圧 密 

堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。

土自体の重さにより、地盤が自然に沈降すること。 

 

自然環境保全地域 

高山性植物、すぐれた天然林などの中で、自然的社会的

諸条件からみて、その自然環境を保全することが特に必要

な地域を自然環境保全法又は県自然環境保全条例に基づ

き指定する地域をいう。 

 

浄 化 槽 

し尿及び生活雑排水を沈殿分離あるいは微生物の作用

による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを

消毒し、放流する施設をいう。 

 

 

 

 

 

振動レベル 

振動の加速度をｄＢ (デシベル) で表した公害用振動

レベル計に人間の振動感覚に似せた回路を使って測った

値をいう。単位はデシベル(ｄＢ) を用いる。 

 

水 質 基 準 

一般に水質を保全するための基準としては、公共用水域

自体の水質が人の健康の保護及び生活環境保全のために

維持されることが望ましい基準として定められる環境基

準と、工場又は事業場などから公共用水域に排出される水

の水質許容限度として定められる排水基準の二つがある。

水質基準としては、まず、水域自体の利用目的等による環

境基準が定められ、この基準を達成するためのものとして

排水基準が定められる。 

 

水 準 点 

土地の標高を表す標石で、水準測量の基準として用いら

れている。地盤の変動状況を測定する場合には、これを用

いる。 

 

スマートムーブ（エコで賢い移動） 

国民運動 COOL CHOICE が推進する取組の一つ。「移動」

のために発生するＣＯ2 排出量の削減のため、「公共交通

機関を積極的に利用する」「徒歩・自転車による移動を見

直す」「エコドライブを実践する」など、場面や状況に応

じてエコで賢く移動することを呼びかける取組。 

 

３Ｒ (スリーアール) 

リデュース(Reduce：発生抑制)、リユース(Reuse：再使

用)、リサイクル(Recycle：再生利用) の３つの頭文字Ｒ

をとったもので、1980 年代中頃にアメリカで使用された

のが始まりとされている。このほか、この３Ｒに、リカバ

ー(Recover：回収) を加えた４Ｒ、リフューズ(Refuse：

ごみになるものを受け取らない、発生源を絶つ) を加えた

４Ｒ、リペア(Repair：修理、修繕) を加えた４Ｒを主張

する考え方もある。循環型社会形成推進基本法では、３Ｒ

を基本としている。 

 

生活環境項目 

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を及ぼすおそれ

のあるものとして定められた項目をいい、ｐＨ、ＤＯ、Ｂ

ＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数などについて定められて

いる。 

排水基準については、項目別に定められているが、環境

基準については、河川、湖沼、海域別に、水道、水産、農

業用水、工業用水、水浴などの利用目的に適応した類型に

よって基準が定められている。 

資
料
編
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生活雑排水 

各家庭から排出される排水(生活排水) には、台所、洗

濯、風呂などからの排水と、便所からの排水とがあり、こ

のうち便所からの排水を除いた排水を生活雑排水という。

生活雑排水は、下水道や浄化槽に接続している家庭では、

し尿を含んだ水とともに処理されるが、そのほかの家庭で

は大部分が未処理のまま流されており、河川等の公共用水

域の汚濁要因の一つとなっている。 

 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 

生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水な

どの汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物質

が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的

に分解されるときに消費される酸素の量をいい、単位は

mg/L で表示される。ＢＯＤ値の高い水は生物的に分解さ

れやすい有機物が多く含まれていることを示している。 

 

ゼ口・工ミッション 

廃棄物や熱の自然界への排出(エミッション) をゼロに

すること。具体的には、一産業・社会部門における廃棄物・

熱を極力その中で再利用するとともに、他部門での活用を

含め、全体として廃棄物等をなくすことをいう。 

国連大学や国際機関が中心となり提唱・研究されており、

完全循環型社会の構築を目指している。 

 

騒音レベル 

騒音計で測定した騒音の指示値を騒音レベルといい、単

位はホンを用いていたが、平成５年 11 月からデシベルに

変更された。 

 

総水銀(Ｔ－Ｈｇ) 

水銀による汚染状況を示す測定値の名称。水銀は、神経

系を侵し、手足のふるえを起こしたり、言語障害、食欲不

振、聴力や視力の減退をもたらす。水銀化合物のメチル水

銀が｢水俣病｣の原因物質であることが知られている。 

 

総 量 規 制 

一定の地域内の汚染(濁) 物質の排出総量を環境保全上

許容できる限度にとどめるため、工場等に対し汚染(濁) 

物質許容排出量を割り当てて、この量をもって規制する方

法をいう。個々の発生源に対する従来の規制のみでは、地

域全体として、健全な生活環境を維持することが困難な場

合に、その解決手段として総量規制の方式がとられている。 

 

 

 

 

【た】 

炭化水素(ＨＣ) 

塗装・印刷工場・重油等の貯蔵タンク・自動車等から主

に発生し、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因

物質の一つである。 

 

ダイオキシン類 

有機塩素化合物であるポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオ

キシン(ＰＣＤＤ、75 種類) とポリ塩化ジベンゾフラン

(ＰＣＤＦ、135 種類) の総称で、主として物の燃焼に伴

い非意図的に生成される。 

平成11年７月16日に公布されたダイオキシン類対策特

別措置法ではＰＣＤＤ及びＰＣＤＦにダイオキシン類と

同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラ

ナーＰＣＢ) と呼ばれる物質群を含めて、｢ダイオキシン

類｣と定義された。 

 

地域循環共生国 

 各地域が美しい自然環境等の地域資源を最大限活用し

ながら、自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に

応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最

大限に発揮されることをめざす考え方である。 

 

地 域 通 貨 

日本円やドルのような「法定通貨」ではなく、団体や個

人などによって独自に発行され、特定の地域やコミュニテ

ィの中で限定的に流通するお金（価値）の総称。 

 

窒素酸化物(ＮＯＸ) 

ＮＯ、ＮＯ２、Ｎ２Ｏ、Ｎ２Ｏ３、Ｎ２Ｏ５などがある。主

として、重油、ガソリン、石油などの燃焼により発生する

ほか、化学工場などからも発生する。大気汚染物質として

問題となるのはＮＯ、ＮＯ２である。燃焼によって直接発

生するのはＮＯで、大気中でＮＯが酸化されることによっ

てＮＯ２になる。 

ＮＯＸは光化学スモッグの発生原因となるほか、人体の

中枢神経系へ影響を及ぼし、呼吸気道、肺等に障害を与え

る。 

 

中 央 値 

統計学用語で、中位数ともいう。多数個の測定値の中央

値とは、その数値を大きい順に並べた場合の中央に位置す

る数値をいう。 
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中 間 処 理 

収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、

選別などにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、

最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように

処理すること。さらに、鉄やアルミ、ガラスなど再資源と

して利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もあ

る。 

 

鳥獣保護区 

野生鳥獣の保護、繁殖を図るために必要があると認めた

とき、環境大臣又は都道府県知事が設定した区域をいう。

この区域ではすべての鳥獣の捕獲が禁止され、鳥獣の生息

及び繁殖のために必要な保護施設等を設けている。特に鳥

獣の保護繁殖を図る必要がある地域を特別保護地区に指

定して、開発行為や工作物の設置など鳥獣の生息に影響を

及ぼす行為を規制している。 

 

デポジッ卜制度 

飲料等を販売する際に、預かり金(デポジット) を料金

に上乗せし、消費者が小売店等にビールびん等の商品容器

を返却した場合に預かり金を払い戻す制度。消費者に経済

負担を負わせることによって、空き缶や空き瓶の散乱を防

止し、ごみの減量とリサイクルを進めることを目的として

いる。 

 

テレメータ 

無線又は有線回線を用いて遠隔地の測定局と中央監視

局を結び、測定局のデータを中央監視局で一元的に収集処

理するもので、コンピュータと通信回線を組み合わせてシ

ステム化されている。大気汚染や水質汚濁の状況、環境放

射線の監視などに用いられる。 

 

等価騒音レベル(ＬAeq) 

一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値

に換算して時間平均したもの。国際的にも騒音の評価値と

して広く使われ、騒音の発生頻度や継続時間を含めた評価

が可能であり、平成 11 年４月施行の騒音に係る新しい環

境基準に採用されている。単位は、ｄＢ(デシベル) が用

いられる。 

 

特定家庭用機器 

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の仕組

みによりリサイクルを進めることが適当なものとして政

令で指定したもの。現在は①エアコン、②ブラウン管テレ

ビ及び液晶・プラズマテレビ、③冷蔵庫・冷凍庫、④洗濯

機・衣類乾燥機、の４品目。 

 

特定事業場 

水質汚濁防止法では、生産施設等のうち汚水又は廃液を

排出する施設を特定施設として定めているが、この特定施

設を設置する工場、事業場を特定事業場という。 

 

特定対象品目 

 小型家電リサイクル法（使用済小型家電機器等の再資源

化の促進に関する法律）の対象品目のうち、資源性や分別

しやすさの観点から特にリサイクルすべきものとして国

が指定したもの。 

 消費者又は市町村が認定事業者に無償で引き渡し、可能

な品目群を試算した結果を踏まえ、消費者へのわかりやす

さを勘案して指定している。 

対象品目（ 28 分類：携帯電話端末、デジタルカメラ、

ビデオカメラ、電子レンジ、電気掃除機、ジャー・炊飯器

など） 

特定対象品目（ 16 種類：携帯電話端末、電話機、ラジ

オ、デジタルカメラ、映像用機器、音響機器、電子辞書、

ゲーム機など） 

 

特定ハロン 

ハロンとは炭素、ふっ素、臭素等の化合物であり、化学

的に安定、無色透明、不燃性、毒性がない等の性質を有す

る。特定ハロンとは、ハロン 1211、1301、2402 の３種類

のハロンを指し、既に生産が全廃されている。 

 

特定フロン 

1985 年３月に、｢オゾン層の保護に関するウィーン条

約｣が採択され、同条約に基づいて｢モントリオール議定

書｣が 1987 年９月に採択された。この議定書で規制の対象

となったフロン 11、フロン 12、フロン 113、フロン 114、

フロン 115 を特定フロンといい、1995 年末に生産が全廃

された。 

 

トリクロロエチレン 

有機塩素系化合物で、クロロホルム臭のある無色透明の

液体で揮発性を有し、不燃性である。水に溶けにくく、エ

ーテル、エタノール等の有機溶剤に溶ける。金属、機械部

品等の脱脂・洗浄剤、一般溶剤として用いられ、目、鼻、

のどを刺激し、繰り返し皮膚に接触すると皮膚炎を起こす。 

また、蒸気を吸入すると、めまい、頭痛、吐き気、貧血、

肝臓障害等を起こす。 
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【な】 

鉛 (Ｐ ｂ ) 

鉛による中毒症状としては、骨髄神経を害し、貧血、血

液変化、神経障害、胃腸障害、身体の衰弱等を起こし、強

度の中毒では死亡する。金属鉛は常温では蒸発しないが、

粉じんとして吸入し、あるいは経口的に摂取するおそれが

ある。 

 

75 ％ 値 

ｎ個の日間平均値を小さい方から並べたとき、0.75×ｎ

番目(小数点以下切上げ)にくる数値で、ＢＯＤ、ＣＯＤの

環境基準達成の判定に用いる。 

 

二次的自然環境 

二次林、二次草原、農耕地など、人と自然の長期にわた

る関わりの中で形成されてきた自然環境。原生的自然に人

為等が加わって生じた二次的なものの意。 

 

二 次 林 

伐採後再生した森林など、過去に伐採等の人為が加えら

れ、その影響を受けている森林又は、現在も下草刈りなど

継続的に人為が加えられていることにより成立している

森林をいう。二次林は代償植生である森林のことで、スギ、

ヒノキなど植林地の樹林は含まれない。 

 

日平均値の 2％除外値 

年間にわたる日平均値の高い方から２％の範囲にある

ものを除いた次の日の平均値である。 

例：有効測定日数 365 日の２％＝7.3 日≒７日間を除外

し、８番目に高い日平均値を２％除外値とする。同様に

98％値とは、年間にわたる日平均値(ｎ個) のうち低い方

から 0.98×ｎ番目にくる数値を示す。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率

な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ

大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー

を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収

支がゼロとすることを目指した住宅。 

 

ノルマル立方メートル毎時(ｍ3Ｎ／ｈ) 

温度が零度、圧力が１気圧の状態に換算した時間当たり

の気体の排出量などを表す単位である。 

 

 

 

 

【は】 

ば い 煙 

大気汚染防止法等において、次のとおり定められている。 

ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物 

イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使

用に伴い発生するばいじん 

ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生す

る物のうち、カドミウム及びその化合物、塩素及び

塩化水素、ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、

鉛及びその化合物並びに窒素酸化物(これらを総合

して有害物質という。) 

 

廃 棄 物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、｢占有者が自

ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため

に不要になったもの｣をいい、放射性物質及びこれによっ

て汚染された物並びに気体状の排出物を除くすべての汚

物が含まれる。 

なお、｢特別管理一般(産業) 廃棄物｣とは、一般(産業) 

廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有す

るものをいう。 

 

排 出 基 準 

大気汚染防止法において、工場などに設置されるばい煙

発生施設で発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙

の量の許容限度をいう。現在、排出基準の設定されている

大気汚染物質として硫黄酸化物、ばいじん及び政令で指定

されている有害物質(窒素酸化物、カドミウム及びその化

合物、塩素及び塩化水素、ふっ素、フッ化水素及びフッ化

ケイ素並びに鉛及びその化合物) がある。 

 

ば い じ ん 

石炭や石油系の燃料の燃焼に伴い発生するすす等の未

燃焼物をいい、このうち大気中に排出されたあと、重くて

地上に降りてくるものを降下ばいじんという。 

 

光   害 

光害は、ネオンや街灯の光によって、夜間、星がよく見

えなくなるなどの影響が出ることであり、大気汚染や水質

汚濁といった典型７公害とは異なり、人の健康に影響が出

たり、必ずしも不快感をもたらすものではない。 

しかし、夜間の人工光は道路・航路などの安全確保や都

市機能を維持する上で不可欠であるが、必要以上の照明は

エネルギーを浪費するだけでなく、天体観測を困難にする

ものであり、また、夜間の過剰な照明による動植物の生態

系の変化などの影響が懸念される。 
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ビオ卜ープ(Bio Top) 

ドイツ語で Bio (生物)、Top (場所) を意味する。学術

上、生物圈の地域的な基本単位を指し、動植物の生息地、

生育地といった意味で用いられる。 

 

微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 

空気中を漂う直径 2.5μｍ (マイクロメートル、１μｍ

は１mm の 1000 分の１) 以下の粒子状物質で、吸い込むと

肺がんや循環器疾患の原因となると言われている。自動車

や工場の排ガス中の化学物質の他、自然由来の火山灰や黄

砂にも含まれ、大気中の光化学反応により二次的に生成さ

れる場合もある。 

 

砒素 (Ａｓ) 

鶏冠石、石黄等に硫化物として含まれている。砒酸鉛、

三酸化砒素などは殺虫剤として農薬に用いられている。 

 

非メタン炭化水素(ＮＭＨＣ) 

各種の炭化水素のうち、光化学反応性に乏しいメタンを

除いたものをいい、光化学反応により光化学スモッグを引

き起こす。非メタン炭化水素の発生源は、自動車排ガス、

塗装・洗浄工場からの放出、石油タンクやガソリンスタン

ドからの揮発である。 

 

富 栄 養 化 

富栄養化とは、水の出入りの少ない湖沼、内海等に植物

が生育する上で必要とする栄養物質(代表的なものとして

窒素、りん) が流入し、プランクトンや藻類が異常に増加

し、水質が悪化する現象をいう。その結果として、特に湖

沼においては、アオコの発生、海においては赤潮の発生な

どの現象が起こり、生息動物がヘい死したり、飲料水とし

て使用するためには多額の経費を必要とするなど、障害と

なる場合がある。 

 

フッ素(Ｆ) 

腐食性に富み、極めて有毒である。低濃度でも植物被害

が現れる。アルミニウム製造業、鉄鋼業、りん酸肥料製造

業の工場から発生する。 

 

浮遊物質(ＳＳ) 

水に溶けない懸濁性の物質をいい、単位は mg/Ｌで表示

される。水の濁りの原因となるもので魚類のエラをふさい

でへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生

植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、

有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底

質を悪化させる。 

 

浮遊粉じん(Dust 又はＳＰ) 

大気中に浮遊している極めて微細な粒子で、物の破砕、

選別、土砂の巻上げ、燃料の燃焼過程等で発生する。この

うち粒径 10μm 以下のものを浮遊粒子状物質(ＳＰＭ) と

呼び、環境基準が定められている。 

 

フロンガス 

フロンガスとは、フッ化炭化水素化合物の日本での通称

である。無色・無臭の気体又は液体で、化学的・熱的に安

定し腐食性・毒性も低く引火性がなく、冷蔵庫・クーラー

などの冷媒や断熱材の発泡に用いられている。しかし、塩

素を含むフロンは、大気中に放出されることによりオゾン

層の破壊を引き起こすとして、1987 年のモントリオール

議定書により生産・消費量の規制と段階的削減が決定され

た。 

 

閉鎖性水域 

湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、水の交

換が行われにくい水域をいう。汚濁物質が蓄積しやすいた

め、水質汚濁が進行しやすく、また、その回復が容易でな

いという特徴がある。 

 

ベクレル(Ｂｑ) 

放射能の強さを表す単位で､単位時間(１秒間) 内に原

子核が壊変する数を表す。 

 

ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ) 

（ベンゼンの２量体であるビフェニルに２個以上の塩

素が置換した化合物。一般式C12H10-nCln。） 
 化学的に安定な主に油状の物質で、絶縁性に優れ、絶縁

油、熱媒体、可塑剤などに広く使用されたが、毒性、化学

的安定性による人体への蓄積等のため、昭和47年以降、

その製造が行われていない。 
 

【ま】 

マニフェス卜システム 

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防ぐため、排出事

業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、種類や数量を明

記した｢管理票｣を添付し、処理の委託を受けた業者が廃棄

物の適正処理と報告を行うことを義務づけた制度である。

平成２年３月に導入され、平成９年６月の廃棄物処理法改

正に伴い、平成 10 年 12 月からすべての産業廃棄物につい

て添付が義務化されている。 

 

面 的 評 価 

平成 10 年９月に騒音に係る環境基準が改正され、騒音

レベルの指標が等価騒音レベルに変更されるとともに、道
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路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法は、当該地

域内のすべての住居等のうち環境基準の基準値を超過す

る戸数及び割合を把握することにより評価する、いわゆる

｢面的｣な評価へと変更になっている。 

 

木質バイオマス 

｢バイオマス｣とは、生物資源(bio) の量(mass) を表し、

化石燃料を除く再生可能な生物由来の有機性資源をいう。

その中で、木材からなるバイオマスを｢木質バイオマス｣

と呼ぶ。 

木質バイオマスには、主に樹木の伐採や造材のときに発

生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する

端材やおが屑などのほか、街路樹の剪定枝や住宅の解体材

などの種類がある。 

 

【や】 

ユビキタスネットワーク 

ユビキタスは、｢いたるところに存在する｣を意味し、｢い

つでも、どこでも、何でも、誰でも｣つなげることができ

るネットワークのことをいう。 

 

溶存酸素量(ＤＯ) 

水中に溶けている酸素量のことをいい、単位は mg/Ｌで

表示され。溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物にとって

必要不可欠なものである。溶解量を左右するのは水温、気

圧、塩分などで、汚染度の高い水中では消費される酸素の

量が多いので溶存する酸素量は少なくなる。きれいな水ほ

ど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇したり、藻類が著

しく繁殖するときには過飽和の状態となる。 

 

横出し規制 

国の公害関係法により規制対象となっている工場もし

くは事業場又は項目以外の工場もしくは事業場又は項目

について地方公共団体が条例により規制を行うことをい

う。 

 

【ら】 

ライフサイクルアセスメント(ＬＣＡ) 

製品の環境負荷を、原料調達段階から生産・消費・使用・

廃棄に至る各段階ごとに分析し、評価する方法である。製

品が環境に与える負荷の改善を目的とする。 

 

硫酸ミス卜 

亜硫酸ガス(ＳＯ２) が空気中の水分に溶けると亜硫酸

になるが、大気中にオキシダントがあると酸化されて硫酸

になる。これが大気中で霧状に存在するものを硫酸ミスト

という。 

類 型 指 定 

水質汚濁及び騒音の環境基準については、国において類

型別に基準値が示されている。 

これに基づき、都道府県において、水質汚濁に関しては

現状水質等、騒音に関しては都市計画区域等を勘案し、具

体的な地域を当てはめ、指定することをいう。 

 

レッドデ一タブック 

絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、そ

の生息状況を解説した資料集である。 

1966 年にＩＵＣＮ (国際自然保護連合) が刊行したの

が最初であり、わが国では、当時の環境庁が｢日本の絶滅

のおそれのある野生生物｣を刊行し、近年は各地方自治体

においても作成されてきている。 

 

【アルファベット】 

ＢＯＤ (Biochemical Oxygen Demand) 

生物化学的酸素要求量 

 

ＣＯＤ (Chemical Oxygen Demand) 

化学的酸素要求量 

 

ＤＯ (Dissolved Oxygen) 

溶存酸素量 

 

ＥＣ (Electric Conductivity) 

導電率(単位：μS／cm) 

 

Ｌden 

時間帯補正等価騒音レベル 

 

ＭＰＮ (Most Probable Number) 

｢最確数｣の意味。環境基準に設定されている大腸菌群数

の測定方法として定められている最確数法を行う際に用

いられる。この方法を用いて測定した大腸菌群数について

は、ＭＰＮ／100mL と表記する。 

 

ＮＤ (Not Detected) 

｢検出されず｣の意味。ＪＩＳ規格の方法により測定を行

った場合に、その結果が当該方法の定量下限を下回ること

をいう。 

 

ＮＬＰ (Night Landing Practice) 

夜間離陸着陸訓練 

 

pg-TEQ 

pg (ピコグラム) は１兆分の１グラム(10－12ｇ) を表す
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単位。ＴＥＱ (毒性等量) は、毒性の強さが異なるダイオ

キシン類の毒性の強さを表す方法として、濃度に毒性等価

係数(ＴＥＦ) を乗じて換算した数値。 

 

ppm (parts per million) 

百万分の一という意味の濃度を表す単位で、亜硫酸ガス

１ppm とは、１ｍ3 の空気中に亜硫酸ガスが１cｍ3 混入し

ている状態をいう。 

 

ＰＲＴＲ制度 

化学物質の管理システム。PRTR (Pollutant Release and 

Transfer Register) とは、人の健康や生態系に有害なお

それのある化学物質が、どのような発生源からどれくらい

環境中へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所

の外へ運び出されたかというデータを事業者自らが把握

し、届け出たものを集計して公表・開示する仕組み。 

 

ＲＰＬＤ (Radiophotoluminescence Glass Dosimeter) 

蛍光ガラス線量計。一定期間の空間放射線の積算量を測

定するのに用いる。 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals） 

 「持続可能な開発目標」の意味。2015 年９月に国連で

採択された、先進国を含む国際社会全体の 2030 年までの

開発目標のことをいう。 

 

ＳＳ (Suspended Solids) 

浮遊物質 
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